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井上明夫新聞～日田市議会だより～ 
           新しい年が開け平成２３年となりました。 

           昨年は歴史的な政権交代から２年目を迎えたものの、 

外交     外交・安全保障・経済対策などで不安定な政権運営が 

つづき、国の行く末が案じられます。 

           その一方で日田市では、キヤノンマテリアル立地の 

          工事が今年６月にようやく始まることが発表されると 

          いう明るいニュースもありました。 

           私としてはよりよい地方自治のための行政に対する 

          チェックを引き続き行うと共に、地方議員といえども 

しっかりとした国家観を持って活動したいと思います。 

日田キヤノンマテリアルの今年６月着工が決定!! 
 平成１９年１１月に日田市進出を発表した「日田キヤノンマテリアル」は、

当初の計画では平成２０年１２月に着工し、平成２１年９月に操業を開始する

予定でした。 

 当初の計画では投資額４００億円・従業員５００人規模ということでビッグ

ニュースでしたが、その後２度の着工延期の発表があり、不況が長引くなか、

市民の間には「もう来ないのではないか」という失望感もありました。 

しかし今回、「平成２３年６月着工・２４年５月操業」と発表され、投資額３００億円・

従業員数３５０人（操業３年目の平成２７年の予定従業員数）と当初の計画より

縮小されたものの、日田市の経済への波及効果に期待が高まっています。 

今度こそ無事に操業までこぎつけ、雇用も確保してもらいたいと思います。 

 

[日田キヤノンマテリアルの現在の採用人数と今後の予定] 

＊現在１７９名→→→＊平成２３年春（決定済み）１２名（合計１９１名）→

→→＊平成２４年春～平成２７年春 約１６０名（合計 約３５０名） 

[日田キヤノンマテリアル着工までの歩み] 

時  期 内            容 

平成 19 年 11 月 ２０年１２月着工・２１年９月操業の予定での立地を発表 

   20 年６月 日田キヤノンマテリアル株式会社を設立 

     20 年 11月 着工予定時期を半年延期して２１年６月着工と発表 

   21 年４月 着工予定時期を無期限で延期することを発表 

     21 年６月 日田キヤノンマテリアル株式会社が立地予定地を買収 

     22 年 12月 ２３年６月着工・２４年５月操業の予定を発表 



１２月議会の結果 

地区公民館の運営のための財団法人を設立へ!! 
１２月議会では一般会計補正予算案（約３億２６００万円を追加）など１４

議案を可決しました。議案の中で唯一可決されずに継続審査となったのは「公益法

人等への職員の派遣等に関する条例の制定について」の条例案です。 

この条例案は、地区公民館の運営のために設立される財団法人に市の職員を

派遣することを可能にする条例案ですが、「公益法人等」とはどのような範囲に市

の職員を派遣するのか明確でないため、「等」の範囲を明確に定めた条例案とす

べきではないかという意見も出て、継続して審査することになりました。 

１２月議会・井上明夫の議案質問 

 ここでは「公益法人等に市の職員を派遣する条例案」と「地区公民館を運営

する財団法人」について質問しました。 

[質問]「公益法人等」というが「等」とはどのようなものがあてはまるのか？ 

[部長] 財団法人のほか、市が出資した第３セクターの株式会社などである。 

[質問] 予算計上されている財団法人の設立のための６１５万円の内訳は？ 

[教育次長] 財団法人設立のための拠出金３００万円、備品等に１３０万円、あ

とは人件費などである。 

[質問]「財団法人・日田市公民館運営事業団」が１年間に取り扱う金額は？ 

[教育次長] 総額２億２千万円くらいになると予測している。 

[質問] 不祥事などが起きたときに「財団法人・日田市公民館運営事業団」の代

表者の責任はどうなるのか？ 

[教育次長] 不祥事などが起きた時の責任は「財団法人・日田市公民館運営事業

団」の代表者が責任を負うことになる。 

＊ 昨年、日田市公民館運営協議会連合会が２０館ある地区公民館の指定管理者

になる案が浮上しながら、まとまらなかった最大の理由は、２０館に関わる

費用が２億円にのぼるため「指定管理者が責任を持てるのか？」という議論

になったためです。 

＊ 財団法人が指定管理者ならこの問題が解決されるのかと言うとはなはだ疑

問であり、この財団法人の運営については、後々のトラブルを避ける意味で

も地域住民に対する十分な説明を行うよう執行部に求めました。 
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★ブ ロ グ（パソコン） http://plaza.rakuten.co.jp/aiforest/ 携帯からも→ 
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